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内
閣
府
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

○ 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
。
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

修 

正 

案 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

 
 

 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

（
略
） 

       

一
～
六 

（
略
） 

 

六
の
二 

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改

革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び

研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項
第
七
号
の

四
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同

 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

（
略
） 

       

一
～
六 
（
略
） 

 

六
の
二 

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改

革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び

研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項
第
七
号
の

三
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同

 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

内
閣
府
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す

る
た
め
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に

必
要
と
な
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並

び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
（
内
閣
官
房
が
行
う

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
十
二
条

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。 

 

一
～
六 

（
略
） 

 

（
新
設
） 
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じ
。
）
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合
的
な

整
備
に
関
す
る
事
項 

 

六
の
三
～
十
八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

   

一
～
六
の
二 

（
略
） 

 

七 

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
自
主
的
な
選
択
に
基
づ

い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事

業
又
は
事
務
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
の
交

付
金
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七
の
二 

科
学
技
術
基
本
計
画
（
科
学
技
術
基
本
法

（
平
成
七
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
策
定
及
び
推
進

に
関
す
る
こ
と
。 

 

七
の
三 

科
学
技
術
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経

費
の
見
積
り
の
方
針
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七
の
四 

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境

の
総
合
的
な
整
備
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す

じ
。
）
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合
的
な

整
備
に
関
す
る
事
項 

 

六
の
三
～
十
八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

   

一
～
六
の
二 

（
略
） 

 

七 

科
学
技
術
基
本
計
画
（
科
学
技
術
基
本
法
（
平

成
七
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
策
定
及
び
推
進
に
関

す
る
こ
と
。 

     

七
の
二 

科
学
技
術
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経

費
の
見
積
り
の
方
針
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七
の
三 

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境

の
総
合
的
な
整
備
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す

   

六
の
二
～
十
八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前

条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一
～
六
の
二 

（
略
） 

 

七 

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
自
主
的
な
選
択
に
基
づ

い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事

業
又
は
事
務
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
の
交

付
金
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

     

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 
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る
こ
と
。 

 

七
の
五
～
七
の
九 

（
略
） 

 

八
～
十
四
の
五 

（
略
） 

 

十
五 

第
七
号
の
九
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
防
災
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
こ
と
（
他

省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

 

十
六
～
六
十
二 

（
略
） 

  
 

 

附 

則 

第
二
条
の
二 

第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、

同
条
第
一
項
第
八
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
九
及

び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
東
日
本
大
震
災

（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所

の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
附
則
第
三
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
も

の
並
び
に
第
四
条
第
三
項
第
十
四
号
の
五
に
掲
げ
る

事
務
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
と
し
な
い
。 

２ 

（
略
） 

る
こ
と
。 

 

七
の
四
～
七
の
八 

（
略
） 

 

八
～
十
四
の
五 

（
略
） 

 

十
五 

第
七
号
の
八
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
防
災
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
こ
と
（
他

省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

 

十
六
～
六
十
二 

（
略
） 

  
 

 

附 

則 

第
二
条
の
二 

第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、

同
条
第
一
項
第
八
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
八
及

び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
東
日
本
大
震
災

（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所

の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
附
則
第
三
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
も

の
並
び
に
第
四
条
第
三
項
第
十
四
号
の
五
に
掲
げ
る

事
務
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
と
し
な
い
。 

２ 

（
略
） 

  

七
の
二
～
七
の
六 

（
略
） 

 

八
～
十
四
の
五 

（
略
） 

 

十
五 

第
七
号
の
六
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
防
災
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
こ
と
（
他

省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

 

十
六
～
六
十
二 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 

第
二
条
の
二 

第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、

同
条
第
一
項
第
八
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
六
及

び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
東
日
本
大
震
災

（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所

の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
附
則
第
三
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
も

の
並
び
に
第
四
条
第
三
項
第
十
四
号
の
五
に
掲
げ
る

事
務
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
と
し
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 
 

 
 


